
- 1 -

会 議 記 録
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令和３年第６回栃木市議会定例会

決算特別委員会総務分科会議事日程

令和３年９月６日 総務常任委員会終了後 全員協議会室

日程第１ 認定第１号 令和２年度栃木市一般会計歳入歳出決算の認定について（所管関係部分）
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◎開会及び開議の宣告

〇分科会長（中島克訓君） ただいまの出席委員は７名で、定足数に達しております。

ただいまから決算特別委員会総務分科会を開会いたします。

（午前１１時２５分）

◎諸報告

〇分科会長（中島克訓君） 当分科会に送付された案件は、各分科会議案送付区分表のとおりであり

ます。

◎議事日程の報告

〇分科会長（中島克訓君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

◎認定第１号の上程、質疑

〇分科会長（中島克訓君） ただいまから議事に入ります。

日程第１、認定第１号 令和２年度栃木市一般会計歳入歳出決算の認定についての所管関係部分

を議題といたします。

なお、本決算に対する説明は８月27日に開催された決算特別委員会全体会及び各分科会説明表の

送付をもって済んでおりますので、分科会での説明は省略いたします。

また、分科会では質疑のみを行い、討論、表決については９月22日水曜日に開催される全体会に

おいて実施いたしますので、よろしくお願いいたします。

これより審査に入ります。

お諮りいたします。本案につきましては、各部所管ごとに歳入歳出等を一括して審査いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇分科会長（中島克訓君） ご異議なしと認め、そのように決定いたします。

なお、執行部の答弁に際しましては、担当課長のみならず質疑の内容によりましては担当部長等

にご答弁いただくこともありますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

また、質疑に際しては一問一答の方法により、ページ数もお知らせ願います。

まず、総合政策部所管の歳入歳出を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、分科会説明表の総合政策部を御覧の上、所管部分をご確認いただき、

質疑をお願いいたします。

質疑ありませんか。
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青木委員。

〇委員（青木一男君） 139ページ、これ歳入になるのですか、それと195ページの歳出もちょっと絡

んでくるのですが、ふるさと応援寄附金が５億775万円の歳入という形になっております。平成30年

度が１億3,000万円、令和元年度が３億円、令和２年度が５億円ということになっているのですが、

これかなりちょっと増加しているなという気がするのですが、その要因をどのように捉えているの

でしょうか。

〇分科会長（中島克訓君） 横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） お答えをいたします。

増加の要因といたしましては、これ昨年度に引き続きましてですが、サントリースピリッツ株式

会社梓の森工場がございまして、そこで生産されました角ハイボールのチューハイがございます。

その人気が非常に高うございまして、それに対します寄附が多くなっております。それから、本市

のウナギのかば焼き、これがポータルサイトの特集で取り上げられまして、そちらも増加している

のが特に大きな要因と思われるものでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 歳入で、先ほど年々増加しているということで、今度は195ページでよろし

いですか、関連なので。歳出なのですけれども、このふるさと応援寄附金事業なのですが、よろし

いですか。

〇分科会長（中島克訓君） はい。

〇委員（青木一男君） これ見ますと、インターネットシステム使用料、これが4,400万円というこ

とでこれも平成30年度、令和元年度、令和２年度って比較しますと結構増えているのです。先ほど

も今年度の補正予算でも165万円のインターネットシステム使用料ということで補正が上がってお

りましたが、これが増加する要因になっているというふうに捉えているのでしょうか。

〇分科会長（中島克訓君） 横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） これにつきましては、使用料、賃借料、それが

増えているわけですけれども、やはり金額が増えていると同時に寄附の件数もかなり増えておりま

す。それの処理、またそれに伴いまして決済システムの使用料というものがございますので、その

関係で増えているというのが大きな要因かと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 私は、インターネットを通じて栃木市のアピールを全国に発信しているその

発信力を強めるためにこれ増えているのかなというふうに思ったのです。またその影響でこれだけ

増えていると思ったのですが、それではないということなのでしょうか。

〇分科会長（中島克訓君） 横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） 申し訳ありません。それも含めまして増えてい
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るということでご理解をいただきたいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） いいですか。

ほかございませんか。

大浦副分科会長。

〇副分科会長（大浦兼政君） 183ページ、外国人住民支援事業、また国際交流の補助金の部分もそ

うなのですが、実はこれコロナになってから外国人の方と栃木市民の日本人の方との少し壁を感じ

るようなことが多々市民の方に聞かれまして、日本語がしっかりと分からないから、栃木市が行っ

ているコロナ対策も分からないのではないかということもありまして、国際交流協会にこれだけの

経費を補助していることや、住民支援事業の交付金もある中でしっかりそこら辺をやっているのか、

確認まずさせていただきます。

〇分科会長（中島克訓君） 横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） この外国人住民支援事業交付金につきましては、

まさに今回のようなコロナのときに言葉が通じないというのがありますので、それらの相談、また

コロナについて日本語だけでは十分ご理解をいただけないということで、その相談の窓口などを開

設しております。また、それぞれの言葉に翻訳したチラシなどを作成しまして、外国人の方にご理

解をいただいている、そのような事業を展開しているところでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 大浦副分科会長。

〇副分科会長（大浦兼政君） 実は外国の方が経営する、それに沿ったお店って結構ありますが、深

夜まで騒いでいて警察沙汰になるという問題が多々あり、私のほうに相談があって、それはまず私

が動くより前に自治会さんに相談してから市に相談をしてほしいというふうに伝えたのですが、せ

っかくそういったものにお金を使ってきたわけですから、ある程度こういう時期なので徹底してで

きているのかの調査、また国際交流協会に対しても強い要望、要請などをしていただきたいと思い

ますので、そこら辺を含めて今後ともよろしくお願いいたします。

〇分科会長（中島克訓君） 要望でよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇分科会長（中島克訓君） ほかございませんか。

福田委員。

〇委員（福田裕司君） 203ページになります。上段の２件なのですけれども、地域おこし協力隊の

活動事業費ということで総合政策課、またその下の蔵の街課ということで一くくりでこれは支出を

計上しているわけなのですが、この内訳については決算事業別の細節ちょっと見たのですが、その

中で自動車損害保険料ですとか燃料費というのが記載されているのです。私の認識不足なのですけ

れども、これってこの両課で車使っているということでよろしいのですか。

〇分科会長（中島克訓君） 答弁願います。
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横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） 総合政策課につきましては、協力隊個人の車を

登録していただきまして、協力隊が個人でその現場へ行ったり、活動したりというときに使ってい

ただいておりますので、そのような経費として使わせていただいております。

〇分科会長（中島克訓君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） では、その個人に対して実費弁償ということで燃料費とかというのを与えた

ということでよろしいのですか。

〇分科会長（中島克訓君） 横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） これは個人から請求をいただきまして、支出を

しているところでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） 細かいことになるのですけれども、それは栃木市の規定で、例えばリッター

何キロ走ってというような計算の下に支給されているということでよろしいのでしょうか。

〇分科会長（中島克訓君） 横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） 申し訳ありません。これにつきましては、後ほ

どお答えさせていただきたいと思います。すみません、よろしくお願いします。

〇分科会長（中島克訓君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） 言いたかったのは過分に払う必要はないと思うのですけれども、やっぱり実

費弁償で規定に沿ったお金をちゃんとお支払いしないとうまくないと思ったので、ちょっとお聞き

したところなのですが。

〇分科会長（中島克訓君） 横倉課長、答弁できますか。大丈夫ですか。

横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） 大変申し訳ありません。燃料費につきましては、

共用車のガソリン代ということで、私先ほど個人の車を登録していただいてということで申し上げ

ましたが、これは市役所の共用車の車のガソリン代ということでございます。大変申し訳ありませ

ん。

〇分科会長（中島克訓君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） そうですよね。何か個人というのはちょっとそぐわないのではないかなと私

も思っていて、ただ私も本当に認識不足で、公用車なのか専用車なのか共用車なのかというところ

がちょっと疑問持ったのと、あと運用実態って申し上げればいいのかな、確かに毎日使うものでも

ないし、どんな運用実態があるのかなというところを疑問に思っていたのです。それについて分か

る範囲内でお答えいただければと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 答弁は。
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〔「質問が悪いかな」と呼ぶ者あり〕

〇分科会長（中島克訓君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） 例えば使いたいときにどっか担当課に申請を出せば自由に使えるのだよとか、

そういう運用実態です。固定で専用車としては使っていないのではないかなってやっぱり思うので

す。だから、その辺のところをちょっとお聞きしたいなと。

〇分科会長（中島克訓君） 横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） 市の公用車につきましては、一括管理という形

で管財課が管理をしておりますので、そちらに予約制がありますので、そちらで空いているときに

車に申込みをしまして使うということができますので、そのような形におきまして予約をした上で

使うということができます。

〇分科会長（中島克訓君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） こだわるわけではないけれども、空いているときに使うということは空いて

いないと使えないという取り方もできてしまいますので、その運用ルールも含めてそういうルール

をしっかり構築してもらってやらないといけないのではないかなと思うのですけれども、その辺ど

うなのでしょうか。

〇分科会長（中島克訓君） 答弁、横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） この隊員につきましては、管財に予約して使う

車のほかに地域おこし協力隊ということで専用車も用意されているということですので、そちらを

まず使いまして、それが空いていないようなときにそういった共用車ということで使うということ

で対応をしているようでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） 今の答弁ですと、そうすると蔵の街課と総合政策課ですか、専用車があると

いう理解でよろしいのですね。

〇分科会長（中島克訓君） 横倉総合政策課長。

〇総合政策部副部長兼総合政策課長（横倉延男君） この専用車につきましては、蔵の街課もあるそ

うです。

〇分科会長（中島克訓君） ほかありませんか。

増山総合政策部長。

〇総合政策部長（増山昌章君） 少し補足をさせていただきます。総合政策課、すみません、前課長

なものですから、そういうところも含めてお答え申し上げますと、基本的には専用車を用意してあ

ります。専用車を運用記録簿をつけてきちっと対応しているということでございまして、何らかの

事情で使えないときに役所の共用車という可能性もあるかもしれませんけれども、基本的には専用

車を、昨年の決算でございますので、昨年度は専用の車両を用意してきちっと記録簿をつけて管理
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をさせていただいて、適正な運用に努めていたというところであります。すみません。補足であり

ます。

〇分科会長（中島克訓君） よろしいですか。

ほか。

福田委員。

〇委員（福田裕司君） あと、321ページになります。被災者の住宅復旧支援事業費の補助金という

ことで大きい額が出ているわけですけれども、例えばこれの申請に対する執行件数についてお尋ね

いたします。

〇分科会長（中島克訓君） 間中危機管理課長。

〇危機管理課長（間中正幸君） お答え申し上げます。

令和２年度決算につきましては記載の金額の決算ということでございますけれども、補助件数に

つきましては416件、いわゆる半壊の世帯に対する補助件数が416件、一部損壊の世帯に対する補助

件数が115件となっております。

〇分科会長（中島克訓君） 福田委員。

〇委員（福田裕司君） そうしますと、決算に示されたものの中でまだ継続して未対策とかというも

のはないという理解でよろしいのでしょうか。

〇分科会長（中島克訓君） 間中危機管理課長。

〇危機管理課長（間中正幸君） ４件ほどまだ未完了の世帯がございます。うち３件は工事が完全に

進捗が終わらなかったということで今年度に繰越ししているものでございます。もう一件はやはり

ご家庭の都合で工事が終わらなかったということで繰越しさせていただいたものがあります。

〇分科会長（中島克訓君） いいですか。

ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇分科会長（中島克訓君） ないようですので、総合政策部所管の質疑を終了いたします。

議事の終了した執行部の皆様は退席していただいて結構です。お疲れさまでした。

ここで執行部の入替えを行いますので、少しお待ち願います。

〔執行部退席〕

〇分科会長（中島克訓君） 次に、経営管理部所管の歳入歳出等を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、分科会説明表の経営管理部を御覧の上、所管部分をご確認いただき、

質疑をお願いします。

質疑よろしくお願いいたします。ございませんか。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 193ページなのですが、真ん中の辺りなのですが、本庁舎空調機改修事業費、
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これ本庁舎の空調設備のリニューアルを行うための設計委託料ということなのですが、この規模と

いうか、その部分的なものなのか、それとも庁舎全体的なものだったのかお聞きしたいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 本庁舎空調改修事業につきましては、全体的な空調の改修ということで

ございます。

〇分科会長（中島克訓君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） ということは、工事設計業務委託費ということで当然金額等が出たかとは思

うのですが、その金額等が分かればお知らせ願います。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 設計の委託ということでよろしいのでしょうか。

〔「工事内容」と呼ぶ者あり〕

〇管財課長（臼井秀明君） 工事内容につきましては、既設の機器の内部及び外部調査を行った上で

外部のユニットは既存のままを使用しまして、内部の劣化した部材を補修することができるという

ことが判明したために内部の劣化した部分の交換を実施する工事内容となってございます。

〇分科会長（中島克訓君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） その整備内容ではなくて金額をちょっと教えていただきたいのですが。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） すみません。金額ですね。

〇分科会長（中島克訓君） 青木委員、これは後でまた報告してもらうということで。

〇管財課長（臼井秀明君） ちょっと調べてから回答します。申し訳ございません。

〇分科会長（中島克訓君） ほか質疑ございませんか。

大浦副分科会長。

〇副分科会長（大浦兼政君） 135ページの市有土地売払収入について4,776万円ということでござい

ます。それの内容をちょっとご説明できますか。同じですか。では、少しお待ちします。

〇分科会長（中島克訓君） これも後で。これは分かりますか。

臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 市有土地売払い内容につきましては、一般競争入札で公売が６件、随意

契約が３件でございます。金額につきましては、合計で約4,700万円ということでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 大浦副分科会長。

〇副分科会長（大浦兼政君） こちらの市有地の売却というものは今後は増えていきそうなものなの

か、どうお考えなのか聞かせてください。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 市有地の売却につきましては、今年度売行きもいい状態でございまして、
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今後は傾向としては増えていくのかなというふうに考えております。

〇分科会長（中島克訓君） 大浦副分科会長。

〇副分科会長（大浦兼政君） 購入者、個人名ではなくて、どういった状況の方が購入されて、どう

いう利用をされていきそうなのか教えていただけますか。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 購入者につきましては、個人の購入者とか新しく家を探している方の個

人の方ですとか、あとは会社のほうで購入というようなこともございました。購入の理由について

は住宅として使ったりとか、会社の事業用地として使われるものだと考えております。

〇分科会長（中島克訓君） 大浦副分科会長。

〇副分科会長（大浦兼政君） 実際民間の土地の金額に関係しますと、実際売買をするときに水害が

あって下がってしまった場所、そういうものは今回考慮された上での売買でしたか。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 水害につきましては、土地の公告を出すときにそういう水害があった地

域であるとか、そういうのを公告のほうにも載せておりますし、そういうのを考慮した上での売買

であったと考えております。

〇分科会長（中島克訓君） よろしいですか。

ほかございませんか。

梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 45ページになるのですが、都市計画税の滞納繰越金分で1,300万円ほど出て

います。これで取立てみたいなのはどんなふうにやっているのか、あとは成果がどうなのかお聞き

できればありがたいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 奈良部収税課長。

〇収税課長（奈良部和紀君） お答え申し上げます。

都市計画税につきましては、固定資産税と合わせて課税となっておりまして、納期限から過ぎた

ものについては督促状を出して、その後催告状を出すなどしまして納付を求めておりますけれども、

それでも納付がないような場合につきましては、財産調査等を行いまして、その財産を差押え、換

価するというような形で歳入のほうに努めているところでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 財産を差し押さえて、大体不納欠損にならずに徴収できるのですか。お聞き

したいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 奈良部収税課長。

〇収税課長（奈良部和紀君） 滞納繰越分の徴収率につきましては20％程度ということで、なかなか

全部を取るというのは難しいのですけれども、できる範囲で財産調査等を行いまして、歳入の確保



- 13 -

に努めているところでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 今ちょっと聞きたいのですけれども、今までに不納欠損として金額幾らぐら

いになるのか、それだけ教えてください。

〇分科会長（中島克訓君） 奈良部収税課長。

〇収税課長（奈良部和紀君） 令和２年度の都市計画税の不納欠損につきましては319万7,000円余の

金額でございました。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 今景気が悪いとどうしても都市計画税を払うのがなかなか難しいところもあ

るのかなと思うのですが、一生懸命徴収のほどよろしくお願いを申し上げたいと思います。

続けていいですか。

〇分科会長（中島克訓君） はい、どうぞ。

〇委員（梅澤米満君） 127ページなのですが、庁舎の土地建物貸付収入で4,300万円ありますけれど

も、これは東武さんのほかにあるのかどうかお聞きしたいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 土地建物の貸付収入ということで、内訳的には東武以外のものもござい

ます。

〇分科会長（中島克訓君） よろしいですか、梅澤委員。

梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） すみません。もし分かればどういうところへ貸しているのかお聞きしたいと

思うのですが、お願いします。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

もし分からないようであれば後でも。

〇管財課長（臼井秀明君） また調べて。

〇分科会長（中島克訓君） 大野経営管理部長。

〇経営管理部長（大野和久君） 幾つもありますけれども、目立ったところ、特徴的なもの申し上げ

ますが、大澤基金ご存じだと思いますけれども、その大澤氏から譲り受けた土地が都内にございま

す。そこは一般の方に住宅地として貸し付けている、また会社に貸し付けているというのがありま

して、そういうのが特に目立った高額の賃貸箇所となっております。ちょっと補足になりますけれ

ども、それも賃借を続けるばかりでなく売却というのも進めておりまして、実は今まである会社に、

都内の渋谷区にある土地をつい最近売却が決定いたしました。金額でうろ覚えですけれども、

6,000万円先である土地が売れることになりましたので、貸付けと同時に売却ということで進めて

おります。
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以上です。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 大澤基金のほうが出てきたので、大澤基金のことについて質問したいなと思

っていたのです。１つに191ページになるのですが、大澤基金の積立金ということで485万6,000円

あるわけなのですけれども、大澤基金の資産的なものはどうなっているのかちょっとお聞きかせい

ただければありがたいなと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 大澤基金の資産につきましては現金ということで基金の残高でございま

すが、９億4,900万円程度、あと土地としまして都内土地が2,720平米ございます。

〇分科会長（中島克訓君） すみません。もうちょっとはっきり数字言っていただけますか。

〇管財課長（臼井秀明君） 申し訳ございません。大澤基金の資産でございますが、現金ということ

で令和２年度末で約９億2,700万円、土地のほうが都内に2,720平米ございます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） そうしますと、貸付収入というのは年間に預金利子も含めて幾らになるので

すか。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 都内の貸付収入でございますが、年間約8,900万円でございます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 8,900万円で間違いないのですね。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） すみません。１桁違っておりました。890万円でございます。

〇委員（梅澤米満君） そうですよね。そんなにはないなと思ったのですけれども。大澤基金は大澤

さんのほうで基金としていろいろ市のほうへ出してもらって、恐らく用途も最初は教育だけだった

のかなという、あるいは福祉のほうだったのかなと思っているのですけれども、今は何でも使って

いるという状況があるのですけれども、このことについてもいろいろ考えがあって仕方ないのかな

と思いますが、できるだけ大澤基金をなくさないようにして使っていただければありがたいなとい

うふうに私は思いますのでお願いしたいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） 566ページの債権についてお伺いいたします。

ここにいろいろ９項目か７項目あるのですけれども、説明書では簡単に書いてあるのですが、基

本的に確認です。この増減であります、例えば損害賠償請求は多分あそこのオリン晃電社の関係の

だとは思うのですが、三角の減になっているというのは基本的には返済をされたということの解釈

でよろしいのか、それとも例えば今梅澤委員が言った不納欠損という形になっているのがあればお
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伺いしたいのですが。

〇分科会長（中島克訓君） 答弁をお願いします。

小川職員課長。

〇職員課長（小川 稔君） それではまず、職員課所管部分ということで、私のほうから３段目、旧

栃木市職員厚生会返還金、こちら旧の厚生会では公費負担分の貸付けということで行われた住宅貸

付け等がございました。そういった部分が現在では行われていないのですけれども、その貸付金の

返還金ということで、こちらの三角は戻ってきたお金ということで減っているという意味合いにな

ります。

以上です。

〇分科会長（中島克訓君） 答弁、いいですか。

天谷委員、所管がそこだけという。

〇委員（天谷浩明君） そこだけね。分かりました。要はゼロという解釈は、これからどういう、例

えば大きいやつだと観光農園、岩舟だと思うのですけれども、これが非常に譲渡されたりなんかし

て債務というか、債権があるかということで１億5,000万円、それ今年度についてはゼロなのです

が、基本的にこれは、説明ありましたけれども、年度でだんだんと返していただけるような話で、

確認ですけれども、よろしいでしょうか。

〇分科会長（中島克訓君） 答弁を願います。

小野寺財政課長。

〇財政課長（小野寺正明君） 観光農園の貸付金につきましては、基本的には産業振興部の所管にな

ろうかと思いますが、私が把握している範囲ですと、なかなか観光農園自体の経営状態が厳しいと

いう中であって、元金の返済については猶予をするというようなところが一、二年ほど続いていた

かと思います。それに対する利子については発生しておりますので、その利子分については納入と

いうか、それはいただいているというような現状でございます。

〇分科会長（中島克訓君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） 所管関係部分は分かるのですけれども、一応ここに債権ということで書いて

ありますので、例えば老人保健施設の貸付金、これは返済されているのだということを簡単な説明

です。よろしいのかどうか。

〇分科会長（中島克訓君） 答弁を願います。

小野寺財政課長。

〇財政課長（小野寺正明君） 申し訳ございません。ちょっと細かい部分の数字今手元に資料がござ

いませんので、後ほどお答えさせていただければと思います。申し訳ございません。

〇分科会長（中島克訓君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） 数字の話ではありません。やっぱりここに書いてある以上はある程度の質問
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が出るということを想定した上である程度の資料等は、難しいことは聞く気はないのですけれども、

お願いしたいので、要望しておきます。

〇分科会長（中島克訓君） 天谷委員、今の質問は所管外なものですから、後でまた資料ということ

でよろしくお願いします。

関口委員。

〇委員（関口孫一郎君） 私のほうから１点だけお伺いをしたいと思います。

65ページ、地方交付税の部分なのですけれども、昨年の交付税が合わせて94億円ほど歳入で入っ

ています。その中で普通交付税が82億円です。特別交付税が11億4,000万円ちょっと入っています

けれども、特別交付税、この11億4,000何がし、普通交付税では反映されない特別な事情が考慮さ

れた交付税だということではあるのですけれども、これはどういったものがここへ入っているのか

お答え願いたいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 小野寺財政課長。

〇財政課長（小野寺正明君） 特別交付税につきましては、説明表にあるとおり特別な事情というこ

とがありまして、栃木市の場合では令和元年度災害が大きくありました。通常の交付税には災害部

分というのは普通交付税に入っておりませんので、栃木市の場合につきましてはこのほとんどの部

分が令和元年台風の災害復旧に要する経費ということで加算をされた結果、大きな金額になったと

いうものでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 関口委員。

〇委員（関口孫一郎君） 令和元年の台風被害の激甚災害指定による後年度負担分かなと私も思って

いたのですが、そうするとこの11億5,000万円近くはほとんどが激甚災害による特別交付税という

ことでよろしいのですか。

〇分科会長（中島克訓君） 小野寺財政課長。

〇財政課長（小野寺正明君） はい、さようでございます。

〇分科会長（中島克訓君） ほか質疑ございませんか。

梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） もう一つちょっとお聞きしたいのですけれども、193ページになるのですが、

皆川地区の市有山林管理費と小野寺地区市有林管理費、真名子地区とあるのですけれども、この管

理費はありますが、収入というのはほとんどないのでしょうか。それちょっと聞きたいのですけれ

ども。

〇分科会長（中島克訓君） 臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 管理費に対して収入ということなのですが、皆川区のほうは特に基金と

かそういうのはありませんので収入はない状態でございます。あと小野寺地区市有林の管理費につ

きましては、収入としましては基金の利子ということで今まであったわけなのですが、その額も少
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なくなってしまいまして、特に収入はない状況でございます。そういう状況でございます。あと、

次真名子地区の山林に関しましては今年はないということでございます。

以上でございます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） あと、面積です。相当あるのかなと思うのですが、恐らく末技の木とか立ち

木を伐採して、そのときに得るのが収入であって、あとは下草刈りをして管理費を払っているとい

うことなのかなと思うのですけれども、一部ゴルフ場でも貸しているのがあるのかなと思ったので

すが、それはないということですから、これも負の財産のような気がするのです。ただ、預かって

いるものだから処分することはできないかもしれませんけれども、今後検討していただければあり

がたいなと思っています。

以上です。

〇分科会長（中島克訓君） それは要望でよろしいですね。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〇分科会長（中島克訓君） ほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇分科会長（中島克訓君） ないようですので……

臼井管財課長。

〇管財課長（臼井秀明君） 冒頭でご質問があった件でお答えだけさせていただきます。

本庁舎の空調機の改修工事でございますが、設計のほうがこれ約3,800万円ということで設計を

組んでおりました。実際の工事費につきましては、今年度の実施ということでございますが、約

3,600万円ということで実施する予定でございます。

以上でございます。

〇分科会長（中島克訓君） いいですか。

質疑がないようですので、経営管理部所管の質疑を終了いたします。

議事の終了した執行部の皆様は退席していただいて結構です。お疲れさまでした。

〔執行部退席〕

〇分科会長（中島克訓君） ここで暫時休憩いたします。

（午後 零時１５分）

〇分科会長（中島克訓君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後 １時１５分）

〇分科会長（中島克訓君） 次に、地域振興部所管の歳入歳出を一括した質疑に入ります。
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なお、質疑に際しましては、分科会説明表の地域振興部を御覧の上、所管部分をご確認いただき、

質疑をお願いいたします。

質疑お願いします。ありませんか。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 203ページの真ん中の辺りにある地域づくり応援補助金なのですが、これま

ちづくり実働組織、多分13組織ですか、ある中での補助金と思うのですが、令和元年度と比べます

と令和２年度は多分半減ぐらいしているかと思うのですが、これはやっぱりコロナの影響で活動が

なかなかできなかったということなのでしょうか。要因をお願いいたします。

〇分科会長（中島克訓君） 加茂地域政策課長。

〇地域政策課長（加茂浩史君） お答えいたします。

委員のおっしゃるとおりコロナの関係で各実働組織事業計画を立てておりましたが、なかなか中

止ということも数多くございまして、補助金が前年度よりも少なくなっております。

以上です。

〇分科会長（中島克訓君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） このまちづくり実働組織は地域会議とともに地域の様々な問題等を解決する

ということなのですが、私としてはこのまちづくり実働組織というのは自発的に組織されるもので

あって、また人の関わり合いというのはすごく重要ではないのかなというふうに思っております。

今後このこういった組織の立ち上げ、また既存の実働組織との関わり合いですか、これは大切では

ないかなというふうに思っております。実働組織の方が本当もろもろのことをやっていただいてい

るというのはご承知かと思うのですが、今後の市との関わり合いをどのように考えているのかお聞

きしたいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 加茂地域政策課長。

〇地域政策課長（加茂浩史君） お答えいたします。

実働組織につきましては、昨年度栃木中央地域にも実働組織が立ち上がりまして、全地域に14の

実働組織がもう既に立ち上がっております。今後新たに実働組織が増えるかというと、14の実働組

織で全ての地域を賄っておりますので、増えるということはございません。その14の実働組織とは

地域会議と連携を取りながら、まさに委員おっしゃったとおり自発的に、自主的にどんどん、どん

どんまちづくりを行っていただきたい組織でございますので、当然先ほどの説明しました事業支援

補助金なんかは市は引き続き予算化してどんどん、どんどん事業の推進、支援していきたいですし、

また何か活動についてお困りのことがあればどんどんご相談にも乗りますし、支援していきたいと

いうふうに思っております。

以上です。

〇分科会長（中島克訓君） 青木委員。
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〇委員（青木一男君） これ要望というか提案なのですが、各地域に実働組織ある中で様々な取組は

当然違っていますけれども、やはり横の連携というのも必要かなと思うのです。なぜかといいます

と、うちはこういうことやっているよ、うちはこういうことやっているというのは本当お互い参考

になるのではないかなというふうに思います。その辺をしっかりとやっていただければありがたい

と思っております。

以上です。

〇分科会長（中島克訓君） それは要望でよろしいですか。

〇委員（青木一男君） はい。

〇分科会長（中島克訓君） ほか質疑ありませんか。

梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 347ページです。とちぎ未来アシストネット事業費でありますが、小中学校、

栃木地域から西方地域まであると思うのですが、予算的には１人幾らということになっているのか

どうか、また活動費の内容について同じ活動費なのか、そこら辺をちょっと知りたいのですが。

〇分科会長（中島克訓君） 佐藤地域振興部参事。

〇地域振興部参事（佐藤義美君） 地域振興部関係では各公民館に地域本部を持っておりまして、そ

ちらの事務局のほうを担当しているような形でございまして、主にそちらのほうの予算につきまし

ては、地域コーディネーターの報酬関係、それと各学校に対する消耗品関係を出すもの、そしてあ

とはコーディネーター、実際の活動のときに使う材料費というか、そういったものなんかを地域本

部のほうでは予算として持っておる形になっております。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） これは10時から３時までとかそういう時間帯なのですか。活動している時間

帯です。

〇分科会長（中島克訓君） 佐藤地域振興部参事。

〇地域振興部参事（佐藤義美君） 地域コーディネーターの報酬ということかと思うのですが、年間

で主にガソリン代、あと通信費というようなことではっきりした金額はあれなのですが、１万円程

度だったかと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） そのほかに子供たちが活動する時間帯というのかな、みんなそういうことで

やるのだと思うのですけれども、その内容をちょっと聞きたいなと。

〇分科会長（中島克訓君） 佐藤地域振興部参事。

〇地域振興部参事（佐藤義美君） 実際の学校に対するボランティアの方の活動ということでよろし

いでしょうか。一番多いのが年間通じて行っております登下校時の見守り活動というようなことで

やっているのが毎日の活動ですので、それが一番多くなっております。あとは、授業の補助という
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ようなことで、ミシンの授業のときに実際に何人か地域のボランティアの方が入って手伝う、それ

とか朝の会の前に読み聞かせ関係、そういったものでボランティアの方が各クラスに入って読み聞

かせを行う、あとは学校の要望に応じて学校農園のほうの手伝いとか、あとは植栽で植木を切った

りとか、そういった活動なんかも学校の要望に応じて入っているようなところでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） そうしますと、ほとんどボランティアの方ということになりますので、謝金

みたいなお礼する金額はほとんどないのですか。ほとんどボランティアということで。

〇分科会長（中島克訓君） 佐藤地域振興部参事。

〇地域振興部参事（佐藤義美君） 先ほど申し上げた地域コーディネーターの方にはそういうことで

年間の通信運搬費関係とガソリン関係ということで若干お出ししておりますが、ボランティアの方

には一切そういった報酬関係、報償関係は出しておりません。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 今後とも続けていただけるようにお願いします。

以上です。

〇分科会長（中島克訓君） ほか質疑ございませんか。

青木委員。

〇委員（青木一男君） 351ページなのですが、伝建地区拠点施設整備事業費なのですが、これも何

か令和２年度の予算ではないような項目が随分この決算には載っております。これ多分補正を重ね

た結果だと思うのですが、その中でみそ工場跡地保存活用計画変更業務委託料ってありますよね。

これというのは先ほどもお話ししましたように予算には載っていなかったのですが、その要因をお

聞きしたいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 清水蔵の街課長。

〇蔵の街課長（清水孝之君） みそ工場跡地の保存活用計画の変更業務につきましては、当初の予算

には上がっていなかったのですが、伝建地区の拠点施設の整備工事費の執行残が少しございました

ので、それを活用してこの計画変更業務の委託料として活用させていただいたものでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 先ほども補正のほうにも伝建地区の拠点の整備で早急に解体しなくてはいけ

ないという予算で1,500万円ほどですか、説明がありましたけれども、なかなか私みそ工場跡地の

この重伝地区拠点整備事業というのが大型事業の見直しということで、いろいろストップしている

部分もあるのかなと思うのですが、なかなか言い方変ですけれども、方向性が見えないようなもの

を何か進めているのではないかなという、これはちょっと失礼な言い方なのですけれども、そんな

気がするのです。ですから、当初の計画とそんなにたがわずに進んでいるのかどうか、まずお聞き

したいと思います。
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〇分科会長（中島克訓君） 清水蔵の街課長。

〇蔵の街課長（清水孝之君） この保存活用の変更業務に当たりまして、当初の計画では既存の特定

の伝統的建造物以外にも新築の計画とかがあったわけなのですが、それについては見送ろうという

考えがベースにございます。その特定の伝建物以外に建物がまだいっぱい残っているわけなのです

が、そちらのほうがここのところ２月の地震や５月の強風の災害等がございまして、かなり劣化が

進んでおります。それで危険な状態にあるものですから、取りあえずは必要のない建物については

解体を進めていこうということで、今回補正予算で上げていただきました設計業務で設計をして来

年度解体を進めていこうというものでございます。なるたけ新築する建物は減らそうという考えが

ございます。

以上でございます。

〇分科会長（中島克訓君） 青木委員。

〇委員（青木一男君） 地区は当然重伝地区を活性化させるためには私はもう当然必要なことである

と思います。ただ、最少の予算で最大の効果というのですか、それをぜひ目指していただいて、や

はりあそこが栃木市の拠点にもなるかと思いますので、そういったお考えを持ってこれから当たっ

ていただきたいと思います。これは要望です。

〇分科会長（中島克訓君） ほか質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇分科会長（中島克訓君） ないようですので、地域振興部所管の質疑を終了いたします。

議事の終了した執行部の皆様は退席していただいて結構です。お疲れさまでした。

ここで執行部の入替えを行いますので、少しお待ち願いたいと思います。

〔執行部退席〕

〇分科会長（中島克訓君） 次に、消防本部所管の歳入歳出を一括した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、分科会説明表の消防本部を御覧の上、所管部分をご確認いただき、

質疑をお願いします。

それでは、お願いします。質疑ございませんか。

梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 317ページの消防団員の人件費、これが１億1,498万円出ているのですが、そ

の内訳の消防団員報酬は8,499万8,000円と書いてあります。この団員の人数が一つは知りたいとい

うことと、もう一つは……一問一答か、ではまずそれをお願いします。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） 消防団員の報酬に関わる団員の人数につきましてお答え申し上げ

ます。

消防団員の人数は1,108名になっております。
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以上です。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） この内訳の中に8,499万8,000円、この金額については１人当たりの金額、あ

るいは火災か何かで出場するときの手当が含まれているのかなと思うのですけれども、その内訳を

聞きたい。

〇分科会長（中島克訓君） 答弁よろしいですか。

中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） 申し訳ありません。今確認いたしますので、後ほどお答えさせて

いただきます。

〇分科会長（中島克訓君） 後でまたよろしいですね。

梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 団員については、年々減らしているような状況はあるのかなと思うのですけ

れども、うちのほうでもやる人がいなくて、自治会のほうへお願いをされて、私のところにもお願

いされるのですけれども、早く替えてもらいたい、見つからないから６年でも10年でもやっている

ということで、そこのうちも勤めているということもあって、その勤めていることがゆえに恐らく

火災になったときにも出動はしないだろうし、また夜の火災とか水害とかというものは出動できる

と思うのですけれども、勤めている方はなかなかできないということで、団員の中で一回も出動し

ない、そういう方が何人ぐらいおられるのかできれば教えてもらいたい。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） まず、先ほどのご質問の件につきまして先にお答えさせていただ

きたいと思います。

団員のほうの費用弁償、これは出場手当になりますが、出場手当の分が548万円でありまして、

先ほど申し上げました報酬の部分は年額報酬とします。こちらの金額になっております。

それで、災害の出場していない人数につきましては、現在こちらで確認する資料を持ち合わせて

おりませんので、確認させていただきます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 出場手当が金額が548万円ということでいいのですか。俺聞いたの間違った

かな、548万円。確認したいのですが。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） 504万8,000円でございます。

〇委員（梅澤米満君） では、その残りの金額は年間のあれかな。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） まず、317ページなのですけれども、消防団運営費の中にありま
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す消防団員費用弁償につきましては出場手当、これが１回出場当たりの金額になります。その下の

消防団員人件費につきまして、消防団員報酬のほうが年額報酬が含まれているものでございます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 8,400万円というのは年額報酬というだけですか。

〔「そうです」と呼ぶ者あり〕

〇委員（梅澤米満君） その人の１年間の報酬ですよね。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） こちらは役職に応じた費用がありますが、それらを合わせまして

1,108名分の年額報酬となっております。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） そうすると、団員に連ねて名前があって、例えば一回も出場しないとか、そ

ういう方にでも支払いはしているということでいいのですね。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） 出場手当につきましては、さきに申し上げました消防団員費用弁

償の中で出場していただいた方々にお支払いしているものでありまして、消防団員報酬というふう

に書かれているものに関しましては全団員に役職ごとに応じた費用としてお支払いしているもので

ございます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） ちょっと提案したいなと思ってこの話をしたのですけれども、1,100人近い

人が団員になっていて、出場もしない、点検のときにも来ていない、全然顔を見せない人に対して

もお金を支払っているという状況があるのだろうなって想像はしているのです。うちの近くを見て

も。そういうことがあるから、無駄な金額になるかなと私は思うので、だから出場している団員は

何人いるのだいって聞いたのもそういったことであって、できればよくよくみんなで調査をして、

精査をして、今の人数ほど私は要らないのではないかなと思っています。将来は恐らく統合してこ

の半分にもできるのではないかなと思って考えていますので、そうしていかないと人口はどんどん

減ってくる、消防車だって毎年毎年買い替えなくてはならない、非常に予算がかかってくるのです。

そういうことを考えたら、将来のことを考えて何人ぐらい出動してくれる人がいれば間に合うのか。

今だんだん、たんだん減っていると思うのですけれども、今火災よりも水害のほうが大変かなと思

いますけれども、水害だって今河川を補強してよくして直していますので、だんだん、だんだんあ

まり水害は少なくなるのかなという気持ちもあるので、できるだけそういう方向に持っていってい

ただければなということで提案をしておきたいと思います。それは自分たちが考えてそんなのは駄

目だよって言えばそれで仕方ないのですけれども、もう非常にそういう感じがしています。よろし

くお願いします。
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〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） 今ご指導いただきました件につきましてですけれども、消防団員

は本年度再編をいたしました。その再編をした中で実際現場に行けない、なかなか行くことができ

ないという方々が今回退団されている、そういった形になりまして、実際に何人出ていないのだと

いうところの直接的なご回答にはならないかもしれませんが、条例定数を見ますと本年度で195人

減員となっています。人数が減っております。実人数としましては103人人数が減っている状態で

す。現人数としますと1,000人いらっしゃるのですけれども、その1,000人が実活動員数、実際に活

動できる人数と我々のほうは判断しておるところでございます。

以上です。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 減らしているのは研究会でも説明があったので分かっているのですけれども、

これを毎年毎年やるわけにはいかないでしょうけれども、できるだけ少なくしていくことが望まし

いのではないかなというふうに思いますので、お願いします。

〇分科会長（中島克訓君） それは要望で。

〇委員（梅澤米満君） 要望です。

〇分科会長（中島克訓君） ほか質疑ありませんか。

関口委員。

〇委員（関口孫一郎君） 319ページお願いいたします。主要事務事業の中にも載っているのですが、

この前もちょっとお聞きしたことあったのですが、消防ポンプの購入事業費1,778万7,000円、これ

は多分消防団の車両かなと思いますけれども、この前常任委員会で聞いたときには令和３年度の話

だったのですが、昨年度２台購入しております。これ可搬式ポンプ車かなと思っています。これを

消防自動車、車両のことなのですが、地元には自動車メーカーがございます。できれば地元の企業

を使った中の消防ポンプ車、それができないだろうかということなのです。確かにメーカーによっ

てはこの車両ですよという指定があろうかもしれませんけれども、やはり地元にもちゃんとした自

動車メーカーがあるものですから、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） 今のご質問でございます。令和２年度購入いたしましたのは委員

おっしゃるとおり軽タイプなのですが、軽タイプの可搬積載車であります。こちらが指名競争入札

を実施しておりまして、そのときに７者参加しているところでございます。その７者のうち市内の

企業さんにつきましては５者参加していただいているところでございます。

以上です。

〇分科会長（中島克訓君） 関口委員。

〇委員（関口孫一郎君） 市内の５者が参加をしているということなのですが、市内の車両を使った



- 25 -

メーカーが５者ということでいいのですか。自動車メーカーの車両を使ったメーカーが５者参加し

ているということで。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） 現在ただいまご質問にありました件ですけれども、こちら軽デッ

キバンタイプの車両につきましては、製造あるいは販売されているのが２つのメーカーになります。

その２つのメーカーの仕様書で市内の業者さんが５者、その２つのメーカーの車両をベースにして

つくる消防ポンプ自動車が５者申し込んできていただいたというような内容であります。

〇分科会長（中島克訓君） 関口委員。

〇委員（関口孫一郎君） 軽タイプの車両だからという答弁だったと思うのですが、当然これからも

動力つきの軽車両ではなくて普通車両、3.5トン未満の車両も当然更新時期迎えるわけです。です

から、そのときに固有名詞使うとあれなのですが、栃木市内にはいすゞ自動車という会社がありま

すよね。当然同じタイプの車両を製造していると思うのです。それが同じ車両ベースの土俵にのっ

てくることができないのかという質問なのですが、決算とは直接離れてしまいますけれども、そう

いうことなのです。

〇分科会長（中島克訓君） 小島消防長。

〇消防長（小島 徹君） 確かに委員がおっしゃられるとおりにメーカーあります。ただ、消防ポン

プ車は3.5トン未満という縛りがあって、普通車の免許で乗れるということで。3.5トン以上になっ

てしまいますと、今度は準中型かな、免許の区画が変わってしまうので、消防団員の方に普通車で

は乗れない車、それを配備しますと免許の関係がありますもので、今後いろいろと研究とか検討し

ていかなくてはならないとは思いますが、取りあえずは今の状況では厳しいなという感じがします。

今後は検討していかなくてはならないと思っています。

〇分科会長（中島克訓君） 関口委員。

〇委員（関口孫一郎君） そういうことで要望とさせていただきますので、今後検討をお願いいたし

ます。

〇分科会長（中島克訓君） 要望ということでお願いいたします。

ほか質疑ございませんか。

梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） 319ページに不動産賃借料125万1,559円、これ何か所ぐらいで、面積が分か

れば教えてください。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） ただいま梅澤委員のご質問にありました不動産賃借料ですけれど

も、消防団の器具置場といたしまして、市内21か所賃借している状況であります。ただ、こちらの

面積につきましては敷地それぞれ附帯物があります。例えば防火水槽等、それからホース乾燥塔、
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そのためその敷地はそれぞればらばらでございますので、今一概にこの面積ということで申し上げ

ることができません。申し訳ありません。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） これは栃木地域、大平地域の関係があるのですけれども、栃木、大平各地域

に何か所ずつあるのだか教えてください。

〇分科会長（中島克訓君） 答弁できますか。

中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） 申し訳ありません。こちら今資料ご用意していませんので、後ほ

どご回答させていただきます。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） そういうことでお願いします。恐らくほとんど栃木地域が多いのかなという

ふうに自分では思うのですけれども、今後統合するに当たってできるだけ栃木市の普通財産になっ

ている土地がかなりあると思うので、そういうところへ大体移転できれば、そしてみんな車持って

いますので、駐車場完備して持てるようなところへ移転するような考えがあるのかどうかお聞きし

ます。

〇分科会長（中島克訓君） 中村消防総務課主幹。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） ご質問にお答えいたします。

消防団の機械器具置場の借地でございますが、消防団の再編によって今後廃止となります器具置

場があります。こちらの廃止する器具置場につきましては順次建物を解体して、そして賃借料が発

生しているものから優先順位をつけて借地から解約していくような計画をしております。順次それ

が進み次第今後消防団の借地を移転する等は検討しないといけないところではありますが、器具置

場の台数や、それから車両の維持管理等含めまして検討していきたいと考えています。

〇分科会長（中島克訓君） 梅澤委員。

〇委員（梅澤米満君） では、そういうことでよろしくお願いします。

〇分科会長（中島克訓君） 要望ということでお願いします。

ほかございませんか。

大浦副分科会長。

〇副分科会長（大浦兼政君） 梅澤委員からのご質問と、私消防団やっておりますので、ちょっと確

認させていただきたいと思いました。再編によって幽霊部員が少しずつ減っているという状況、私

も感じておりますが、先ほど最終的にはもっと人員が……

〇分科会長（中島克訓君） 大浦副分科会長、事業名はどちらが、ページ数……

〇副分科会長（大浦兼政君） 事業名は先ほどの人件費に関わるもので構いませんが、確認なのです

が、今後梅澤委員は人口減少に伴い消防団員も減っていくのではないかというお話が出ましたが、
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人口割合でやっていくものなのか、それとも建物の件数、栃木市の面積を基に人口を出していくも

のなのか、まず聞かせてもらっていいですか。

〇分科会長（中島克訓君） 小島消防長。

〇消防長（小島 徹君） その問いには大変難しいものがあると思います。ただ、現段階では消防団

員の方というのは働いていますので、現在その地域に住んでいない、年齢があっても住んでいない

という地域からすれば、例えばそれを今度は部を統廃合していくという考え方あります。それはそ

この地域には住んでいる人が少ないから、団員の方も少ないからということです。それともう一つ

は、２年前の災害ではないですけれども、大規模災害が起こったとき、そうなってくると消防団員

の方もいたほうがいいという考え方あります。だから、それはなかなかどういう基準でこうだとい

うことはあまり申し上げられませんが、梅澤委員に回答したように、一つの考え方としては人口が

だんだんと減ってくる、それでそこには若い人がいなくなってくる、つまり消防団員の成り手がい

なくなってくる。ですから、長いスパンで、10年とか20年のスパンではだんだんと、一気に減らす

とかというのではなくて、段階を経て消防団員は減ってくるのかなって思っています。

〇分科会長（中島克訓君） 大浦副分科会長。

〇副分科会長（大浦兼政君） 自然減というのは仕方ないことだと思いますが、災害に備えるという

意味では決して減らしていくことがいいとは私は思っていませんし、これ以上むげに減らすという

ことよりも消防団員確保のほう強めていただき、また地位や報酬等ももっと払えるものであれば払

っていただきながら消防団員の確保努めていただき、市民の生命、財産の活動に頑張っていただき

たいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

〇分科会長（中島克訓君） 要望ということでよろしいですか。

ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇分科会長（中島克訓君） ないようですので、消防本部所管の……

中村消防総務課主幹、どうぞ。

〇消防総務課主幹（中村 聡君） 申し訳ありません。先ほどの消防団器具置場、借地の件数という

ところ、梅澤委員のご質問がありましたので、そちらについてお答え申し上げます。

地域別に申し上げますと、栃木が８か所、大平が４か所、藤岡が２か所、都賀はございません、

西方が２か所で岩舟が４か所。

以上でございます。

〇分科会長（中島克訓君） よろしいですか。

質疑はないようですので、消防本部所管の質疑を終了いたします。

議事の終了した執行部の皆様は退席していただいて結構です。お疲れさまでした。

ここで執行部の入替えを行いますので、少しお待ち願いたいと思います。
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〔執行部退席〕

〇分科会長（中島克訓君） 次の会議に入る前に先ほどの件につきまして、小野寺財政課長より答弁

がありますので、それを許します。よろしくお願いします。

〇財政課長（小野寺正明君） 申し訳ございません。先ほどの経営管理部のご質問のところで天谷委

員のほうから決算書566ページの債権についてお答えができなかった部分がございまして、それに

つきましてお話をさせていただければと思います。

まず、566ページの債権のところで一番上の土地開発公社資金貸付金、こちらにつきましては増

減がありますが、こちらの増減につきましては土地開発公社が令和２年度中に解散をしたことによ

り市から貸付けをしていた部分、それの債権を放棄いたしましたので、その部分が減額になりまし

て、年度末でゼロになったというものでございます。

それと、次の損害賠償請求権につきましては、土地開発公社が解散したことにより、その債権債

務を市が全部引き継ぐという形になりましたので、公社が所有していた債権３億7,490万7,000何が

しを市が受け継ぐということで全額増となったものでございます。

１つ飛びまして、高額療養費の貸付原資、こちらにつきましては、国民健康保険の高額療養費が

発生している市民の皆様に社会福祉協議会からお金を一時貸し付けるという制度の原資として市が

社会福祉協議会のほうに1,000万円を貸し付けているもので、昨年中の増減はなかったというもの

でございます。

次の老人保健施設整備貸付金、こちらにつきましては老人保健施設を建設する際に国におけるふ

るさと財団という財団があるのですが、そこが低利で融資をするというような制度がございまして、

それをふるさと財団から市が一度受けたものを市が貸し付けるという制度、そういう制度のもので

市が債権を持っているということになりますが、現在２件、２法人に対して貸付けを行っておりま

して、決算中の増減額につきましては、その法人からの返済金になっております。

次の住宅新築資金等貸付金につきましては、従前の同和対策事業の一つとして住居を建てるとき

に貸付けをするというような制度で、こちらの増減につきましてもそれの返済額が減になったとい

うようなものでございます。

観光農園いわふねにつきましては、先ほどちょっと触れさせていただきましたけれども、貸付元

金１億5,000万円に対して貸付条件としては４年据置きの24年で返済をするというような貸付契約

になっております。現在のところこちらは令和22年度に完済をする予定であるということを伺って

おります。

続きまして、災害援護資金の貸付金、こちらにつきましては令和元年度の台風、こちらとあと従

前の平成27年度の台風も５件ほどまだ残っているのですけれども、こちらは10年間の期間を貸付け

をするというようなものでありまして、こちらの増減の部分については貸付者からの返還金を受け

取ったことによる減ということになっております。
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こちらについては報告以上になります。

〇分科会長（中島克訓君） 天谷委員。

〇委員（天谷浩明君） 確認をします。そうしますと、一番上のこれ放棄をしたということなので、

簡単に言うと損金という形の計上扱いになるのですか。それは違うのですか。確認です。不納欠損

という意味なのですか、どういう話になるか。

〇分科会長（中島克訓君） 小野寺財政課長。

〇財政課長（小野寺正明君） イメージとしては不納欠損のイメージになろうかと思います。

〇分科会長（中島克訓君） よろしいですか。

ありがとうございました。

小野寺財政課長。

〇財政課長（小野寺正明君） 申し訳ございません。もう一点、先ほど関口委員のほうにご答弁いた

しました特別交付税の関係でちょっと誤りがございましたので、訂正をさせていただければと思い

ます。

ページといたしましては、決算書の64ページ、65ページの地方交付税の中の特別交付税に対しま

して、私先ほど令和元年度台風の影響により交付されるというようなご説明をしてしまったところ

なのですが、実は私もちょっと勘違いというかしておりまして、昨年度、令和元年度の特別交付税

については災害の関係が主なものということであったのですが、この令和２年度決算におきまして

は台風災害による部分がほとんど加味をされていなくて、大体特別交付税ここ毎年11億円から12億

円の間でいろんな状況に応じて入ってきていると、平年ベースの収入になっているといったところ

です。

それで、栃木市としての特殊事情はどうなのだというようなご質問もあったかと思うのですが、

これの11億何がしの中で一番大きなものが、ちょっとずれますけれども、普通交付税に対して実際

の事業費と普通交付税はもう機械的に算出した額で出てきてしまいますので、その中から栃木市と

してはいろいろな項目があるのですけれども、こういう事業で実際はもっと事業費がかかっている

のだよというような要望というものを毎年必ずすることになっています。項目的に70項目近くある

のですけれども、普通交付税に算入されている額から実際に市の支出した額、大きく乖離がありま

すので、そこの部分について追加といいますか、状況を説明して要望したというものがこの11億円

のうちに７億円入っております。これが大部分です。それ以外の特殊事情といたしましては、一番

大きいものが地方路線バス、蔵タクを含むバスに対する経費がこの11億何がしのうちに約１億

8,000万円特別事情ということで交付をされております。それ以外で大きいものですと、定住自立

圏構想、これについてはさまざまな要因でいろんな事業をしているかと思いますが、そちらにつく

ものが8,600万円、次に大きいものが文化財の保護に関するもの、これがおおむね3,500万円、そう

いったいろいろな項目が積み上がった結果、この11億4,000万円というような数字になったもので
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ございます。誠に申し訳ございませんでした。訂正をさせていただきます。

〇分科会長（中島克訓君） 関口委員。

〇委員（関口孫一郎君） 実は私は当然災害関係の交付金かな、特別交付税かなと思っていたもので

すから、全く中身が違ったということですね。要は普通交付税の中で補えないものを特別交付税で

国のほうから補っていただくと。そうすると、今年の決算ではなくなってしまいますけれども、来

年からは今度は災害復旧関係の交付税のやつも多少は加味されてくるという理解もしてもよろしい

わけですか。

〇分科会長（中島克訓君） 小野寺財政課長。

〇財政課長（小野寺正明君） 災害復旧に関しては、この特別交付税の一番の、これがある最大の趣

旨という部分もありますので、今後災害復旧、もしくはこれから発生するかもしれない災害に対し

てはこの特別交付税で算入をされるというような形になってまいります。

〇分科会長（中島克訓君） ありがとうございました。

次に、会計管理者、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局所管の歳入歳出を一括

した質疑に入ります。

なお、質疑に際しましては、分科会説明表の会計、議会、選管、監査を御覧の上、所管部分をご

確認いただき、質疑をお願いいたします。

質疑お願いします。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇分科会長（中島克訓君） 質疑はないようですので、会計管理者、議会事務局、選挙管理委員会事

務局、監査委員事務局所管の質疑を終了いたします。

◎閉会の宣告

〇分科会長（中島克訓君） 以上で当分科会の審査は終了いたしました。

なお、分科会長報告の作成については、正副分科会長にご一任願いたいと思います。

終わりました執行部は退席して結構です。ありがとうございました。

〔執行部退席〕

〇分科会長（中島克訓君） また、繰り返しになりますが、９月22日水曜日午前10時から決算特別委

員会全体会において分科会長報告、質疑、討論、表決を行いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、これをもちまして決算特別委員会総務分科会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでございました。

（午後 ２時０４分）


